
 

 

令和８年５月 11 日 

令和９年度第４２回国民文化祭の開催地決定について 

 

 

１．国民文化祭の概要 

国民文化祭は、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野

における施策と有機的に連携しつつ、地域の文化資源等の特色を生かした文化の祭典で

あり、各種の文化活動を全国規模で発表、共演、交流する場を提供するとともに、文化

により生み出される様々な価値を文化の継承、発展及び創造に活用し、一層の芸術文化

の振興に寄与するものです。 

 
２．開催地の決定について 

国民文化祭の開催地については、文化庁長官が決定することになっています。令和９

年度の国民文化祭の開催地は東京都に決定し、文化庁が主催、東京都が共催という体制

で開催いたします。東京都が独自に開催する文化事業との幅広い連携を行い、文化活動

全般の機運を高めてまいります。 

  なお、今般の開催地の決定にあたり、決定通知書交付式は実施いたしません。 

 
３．今後の開催予定について 

令和８年度は高知県、令和 10 年度は愛媛県での開催が決定しています。 

 
 
  

＜担当＞文化庁参事官（芸術文化担当）付 

学校芸術教育室 

    室 長  堀内 昭彦 

    専門官  羽田 良之 

電話：03-5253-4111（代表）内線 5863 

E-Mail：artedu@mext.go.jp 

令和９年度第４２回国民文化祭の開催地を、東京都に決定いたしましたので、お知ら

せします。 



 

「第４２回国民文化祭東京大会（仮称）」について 

１．趣旨 

多彩な文化事業が展開され、文化施設も集積する世界的文化都市である東京を開催地

とし、また、文化祭の趣旨に則り、障害の有無にかかわることなく国民の参加や発表等

の機会の充実を図るため、厚生労働省の主催する全国障害者芸術・文化祭と一体的に開

催する。 

 
２．事業内容（案） 

（１）開閉会式 

（２）分野別フェスティバル 

各国各地の民俗芸能、民謡、合唱、吹奏楽、オ－ケストラ、演劇、舞踊、邦楽、

文芸、美術及びお茶、お華などの分野ごとに、文化関係団体等から推薦された団体

等を中心にした公演及び分野別の展示・展覧会を行う。 

（３）協賛事業 

文化祭に賛同し、その目的に沿った事業を文化祭協賛事業として行う。 

 
３．開催時期 

令和９年 秋 

 
【参考】国民文化祭の開催状況一覧 

回 年度 開催地 回 年度 開催地 回 年度 開催地  

第１回 Ｓ６１ 東京都 第１６回 Ｈ１３ 群馬県 第３１回 Ｈ２８ 愛知県  

第２回 Ｓ６２ 熊本県 第１７回 Ｈ１４ 鳥取県 第３２回 Ｈ２９ 奈良県  

第３回 Ｓ６３ 兵庫県 第１８回 Ｈ１５ 山形県 第３３回 Ｈ３０ 大分県（２）  

第４回 Ｈ１ 埼玉県 第１９回 Ｈ１６ 福岡県 第３４回 Ｒ１ 新潟県  

第５回 Ｈ２ 愛媛県 第２０回 Ｈ１７ 福井県 第３５回 Ｒ２(３) 宮崎県  

第６回 Ｈ３ 千葉県 第２１回 Ｈ１８ 山口県 第３６回 Ｒ３ 和歌山県  

第７回 Ｈ４ 石川県 第２２回 Ｈ１９ 徳島県 第３７回 Ｒ４ 沖縄県  

第８回 Ｈ５ 岩手県 第２３回 Ｈ２０ 茨城県 第３８回 Ｒ５ 石川県（２）  

第９回 Ｈ６ 三重県 第２４回 Ｈ２１ 静岡県 第３９回 Ｒ６ 岐阜県（２）  

第１０回 Ｈ７ 栃木県 第２５回 Ｈ２２ 岡山県 第４０回 Ｒ７ 長崎県  

第１１回 Ｈ８ 富山県 第２６回 Ｈ２３ 京都府 第４１回 Ｒ８ 高知県  

第１２回 Ｈ９ 香川県 第２７回 Ｈ２４ 徳島県（２） 第４２回 Ｒ９ 東京都（２） （今回決定） 

第１３回 Ｈ１０ 大分県 第２８回 Ｈ２５ 山梨県 第４３回 Ｒ１０ 愛媛県（２）  

第１４回 Ｈ１１ 岐阜県 第２９回 Ｈ２６ 秋田県     

第１５回 Ｈ１２ 広島県 第３０回 Ｈ２７ 鹿児島県     

 


